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６ 一次仮置場の管理運営（事務委託を除く） 

 

 受付 

受付では搬入物を確認するとともに、被災さ

れた方には「り災証明」、ボランティアには

「緊急災害対応」の提示を求め、便乗ごみの防

止を図った。特別収集車両には「災害対応車

両」を掲示し被災された方の搬入車両と区別し

た。また、玉島Ｅ地区フラワーフィールドで

は、市が交付した「特別搬入証」の提示を求

め、産業廃棄物の不正投棄や便乗ごみの防止に

努めた（第 3 節 7 参照）。   
仮置場の容量確保のため、自衛隊などの搬出車両が渋滞を

避けて出入りできるように配慮したが、被災された方のごみ

出しが急激に増加したことにより度々容量不足に陥り、搬出

のため一時的に閉鎖せざるを得なかった仮置場も出てきた。

開設中の仮置場は広報車やホームページ、広報紙等で周知し

たが、口コミにより閉鎖した仮置場に持ち込む方も多く、出

入口で開設中の仮置場を案内した。 

 

発災直後は搬入待ちで時間を要することが多く、他の仮置

場に切り替える方や仮置場へ持ち込みを断念する方も見られ

た。  

     受付で設置した看板         「緊急災害対応」の提示 

搬入時の受付 

受け入れ終了の看板 






























